
岩国市水道局公告第２号 

条件付一般競争入札公告について 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行するので地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 167 条の６第１項及び岩国市水道事業会計規程（平成 18 年水道局規程第 40 号。以下「会計

規程」という。）第 102 条の規定により公告する。 

  令和８年１月 27 日 

岩国市水道事業管理者 辻  孝 弘  

 １ 入札に関する事項 

(1)  工事番号 浄第 66 号 

(2)  工事名 東雲台ポンプ所更新工事 

(3)  工事場所 岩国市南岩国町五丁目地内 

(4)  工事概要 加圧給水ユニット一台、引込開閉器盤機能増設、警報システム改造、

既設給水ユニット解体撤去、既設自家発電機解体撤去 

(5)  工期 令和９年２月 26 日まで 

(6)  予定価格 17,259,000 円 入札書比較価格 15,690,000 円 

 ２ 入札参加資格 

 岩国市水道局条件付一般競争入札実施要領（平成 28 年９月１日制定。以下「要領」とい

う。）第３条第１項に掲げる要件を満たすとともに、次の各号のいずれの要件も満たしてい

ること。 

(1)  岩国市建設工事等入札参加資格者名簿において、機械器具設置工事のＡ等級に登録

されていること。 

(2)  本店の所在地が山口県内にあること。 

(3)  本件入札の他の参加者又は本工事に係る設計業務等の受託者と資本又は人事面にお

いて関連がある建設業者でないこと。 

 ３ 設計図書の配布の期間及び方法 

(1)  配布期間 令和８年１月 28 日（水）から令和８年２月 25 日（水）まで 

(2)  配布方法 岩国市水道局ホームページからダウンロードすること。 

(http://www.city.iwakuni.lg.jp/site/water/)  

※ パスワードを入力すると設計図書を開くことができる。 

※ パスワードは、配布期間の執務時間中に、パスワード照会書（様      

式第１号）を総務課へファックス送信することによりパスワード

回答書（様式第２号）をファックスで返信する。パスワードの照

会は、第２項の入札参加資格を満たす者に限る。 

４ 質問回答に関する事項 

(1)  質問方法 工事内容質問書（様式第３号）により、総務課に持参又はファッ

クスで提出すること。 

(2)  質問期限 令和８年２月 13 日（金） 午後５時 15 分まで 

なお、再質問の受付は、回答日の午後５時 15 分までとする。 

(3)  質問回答日 令和８年２月 18 日（水） 

なお、再質問への回答は、再質問提出の翌営業日とする。 



(4)  質問回答方法 総務課及び岩国市水道局ホームページにおいて、開札日の前日ま

で入札参加者に対し閲覧に供する。 

５ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

(1)  入札保証金 免除 

(2)  契約保証金 必要 

６ 入札書の提出方法 

(1)  提出書類 ア 入札書（様式第５号） 

イ 工事費内訳書 

(2)  提出方法  指定表紙（様式第６号）を使用し、一般書留郵便として日本郵便

株式会社岩国郵便局留により郵送すること。 

７ 入札書の到達期限 

到達期限（郵送） 令和８年２月 25 日（水）までに日本郵便株式会社岩国郵便局に

到達すること。 

８ 開札の日時及び場所 

(1)  日時 令和８年２月 26 日（木）午前 11 時から 

(2)  場所 岩国市水道局 ３階 大会議室 

９ 入札の無効に関する事項 

 会計規程、要領及び岩国市水道局条件付一般競争入札心得（平成 28 年９月１日制定。以

下「入札心得」という。）による。 

10 その他 

(1)  支払条件 前払金 有 

部分払 有 

(2)  入札参加資格確

認 

 

※ 提出された書類

は原則として返却

しない。 

 開札後、入札執行者から、落札候補者として入札参加資格確認書

類の提出を求められた場合は、指示を受けた日から起算して３日以

内（岩国市の休日を定める条例（平成 18 年条例第２号）第１条第

１項に定める休日を除く。）に次の書類を提出すること。 

ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第 11 号） 

イ 建設業許可通知書の写し（アの添付書類） 

ウ 総合評定値通知書の写し（アの添付書類） 

エ 配置予定技術者届（アの添付書類：様式第 13 号） 

オ 資本関係・人的関係等調書（アの添付書類：様式第 14 号） 

(3)  様式の入手方法  岩国市水道局のホームページからダウンロードすること。 

(4)  低入札価格調査

の適用区分 

 岩国市水道局低入札価格調査実施要領（平成 23 年４月１日制定）

第４条第２号の土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事、第５

条第３項並びに第９条第３号を適用し、判断基準額は適用しない。 

会計規程、岩国市水道事業建設工事執行規程、岩国市建設工事請負契約約款、要領、入

札心得及び当該入札公告を遵守の上、入札すること。 

11 この公告に関する問合せ先 

岩国市水道局 総務課          ･TEL:0827-22-3711   ･FAX:0827-22-0822                                        

 


